
（
Ｓ
Ｊ
Ｓ
患
者
会
） 

（
翌
９
月
１
６
日
、
小
泉
改
造
内
閣
で
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
交
替
す
る
旨
報
道
さ
れ
た
） 

第
十
三
号 

２
０
０
４
・
１
１ 

（
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
症
候
群
）  

 
 
 
 

 

Ｓ
Ｊ
Ｓ 
患
者
を
励
ま
す
会 

 

連
絡
先 

０
４
２
４
・
８
２
・
１
３
４
８ 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

湯
浅
代
表
が
委
員
に 

「
総
合
機
構
」
か
ら
指
命 

 

Ｓ
Ｊ
Ｓ
患
者
会 

湯
浅
代
表
が
、
こ
の
１
０
月
、
独
立
行
政
法
人
「
医
薬
品

医
療
機
器
総
合
機
構
」（
以
下
「
総
合
機
構
」）
の
二
つ
の
機
関
の
委
員
に
指

命
さ
れ
た
。 

 

そ
の
一
つ
は
、
審
議
機
関
の
二
つ
の
運
営
評
議
会
の
う
ち
の
「
救
済
・
審

査
・
安
全
業
務
運
営
評
議
会
」（
以
下
「
救
済
」
評
議
会
）
に
設
置
さ
れ
る
救

済
業
務
委
員
会
（
以
下
「
救
済
」
委
員
会
）
の
専
門
委
員
。 

 
も
う
一
つ
は
、
９
月
１
０
日
の
「
号
外
」
で
お
知
ら
せ
し
た
厚
労
省
の
「
制

度
創
設
前
の
健
康
被
害
者
へ
の
対
応
方
針
」
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
「
医

薬
品
に
よ
る
被
害
実
態
調
査
検
討
会
」（
以
下
「
検
討
会
」）
の
委
員
。 

「
総
合
機
構
」
審
議
機
関
へ
の
被
害
者
初
参
加 

 

こ
れ
は
、
平
成
１
４
年
１
２
月
１
２
日
の
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お

け
る
「
審
議
機
関
に
被
害
者
代
表
も
参
加
さ
せ
る
」
旨
の
坂
口
厚
生
労
働
大

臣
（
当
時
）
の
発
言
を
ふ
ま
え
て
初
め
て
実
現
し
、
今
年
７
月
、
次
の
よ
う

な
被
害
者
が
委
員
に
指
命
さ
れ
た
。 

①
全
国
薬
害
被
害
者
団
体
連
絡
協
議
会 

 

「
救
済
」
評
議
会
…
…
岸 

光
哉
、
花
井 
十
五
、
村
田 

忠
彦 

各
世
話
人 

 

「
研
究
」
評
議
会
…
…
勝
村 

久
司 
世
話
人 

②
全
国
難
病
団
体
連
絡
協
議
会 
 

「
研
究
」
評
議
会
…
…
坂
本 

秀
夫 

事
務
局
長 

（「
研
究
」
評
議
会
は
、
審
議
機
関
の
も
う
一
つ
の
研
究
事
業
運
営
評
議
会
の

こ
と
で
、
将
来
、
研
究
所
と
し
て
分
離
独
立
統
合
さ
れ
る
） 

湯
浅
代
表
へ
の
委
員
就
任
要
請 

「
Ｓ
Ｊ
Ｓ
だ
よ
り
」（
№11 

２
０
０
４
・
６
）
で
既
報
の
と
お
り
、
Ｓ
Ｊ
Ｓ

患
者
会
・
励
ま
す
会
で
は
、
審
議
機
関
へ
の
副
作
用
被
害
者
の
参
加
を
要
請

し
て
き
た
が
、
こ
の
１
０
月
１
２
日
、
宮
島 

彰
理
事
長
よ
り
湯
浅
代
表
に
対

し
て
、「
救
済
」
委
員
会
の
専
門
委
員
と
し
て
就
任
方
要
請
が
あ
り
、
湯
浅
代

表
は
承
諾
書
を
送
付
。
ま
た
別
途
、「
検
討
会
」
は
、
Ｓ
Ｊ
Ｓ
及
び
ラ
イ
症
候

群
へ
の
対
応
を
主
眼
目
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｓ
Ｊ
Ｓ
関
連
と
し
て
湯
浅

代
表
が
委
員
を
委
嘱
さ
れ
た
。（
平
成
１
６
年
１
０
月
２
７
日
か
ら
２
年
間
） 

（「
救
済
」
委
員
会
は
原
則
公
開
方
式
を
と
ら
れ
て
い
る
の
で
、
討
議
内
容
は

逐
次
追
報
で
き
る
が
、「
検
討
会
」
の
方
は
未
定
の
た
め
、
詳
細
追
報
の
可
否

は
不
明
） 

湯
浅
代
表
を
応
援
し
よ
う 

 

副
作
用
被
害
を
蒙
っ
た
患
者
代
表
が
、「
総
合
機
構
」と
い
う
行
政
機
関
の

一
角
に
委
員
と
し
て
就
任
し
た
こ
と
は
、
Ｓ
Ｊ
Ｓ
救
済
運
動
が
一
つ
の
画
期

的
な
段
階
に
達
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
成
果
を
更
に
盛
り
上
げ
、
肉
づ
け
し

て
い
く
た
め
、
い
っ
そ
う
の
団
結
と
努
力
で
湯
浅
代
表
を
支
え
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

 

坂
口
厚
生
労
働
大
臣
に
謝
辞
・
懇
請 

 

日
本
医
師
会 

宮
崎 

秀
樹
副
会
長（
前
参
議
院
議
員
）の
ご
高
配
に
よ
り
、 

９
月
１
５
日
、
Ｓ
Ｊ
Ｓ
患
者
会
新
役
員
（
湯
浅
代
表
、 

小
松
副
代
表
、
小
宮
事
務
局
長
）
が
初
め
て
坂
口 

力  

厚
生
労
働
大
臣
に
ご
挨
拶
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

（
励
ま
す
会
も
同
行
） 

 
 

 
 

 
 

湯
浅
代
表
は
、
昭
和
５
５
年
以
前
発
症
患
者
救
済
へ 

 
 

 
 

 
 

の
契
機
を
切
り
開
い
て
い
た
だ
い
た
ご
尽
力
へ
の
お 

 
 

 
 

 
 

礼
と
、今
後
の
い
っ
そ
う
の
救
済
向
上
を
懇
請
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

坂
口
大
臣
か
ら
の
発
言
要
旨 

 
 

 
 

 

● 

昭
和
５
５
年
以
前
発
症
患
者
の
救
済
は
、
法
律
も 

 
 

 
 

 
 

制
度
も
う
ま
く
い
か
な
い
の
で
、
智
恵
を
絞
り
ま 

 
 

 
 

 
 

し
て
、
十
分
と
は
言
え
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、 

 
 

 

少
し
で
も
患
者
さ
ん
の
た
め
に
と
考
え
ま
し
た
。 

● 

研
究
部
門
で
も
、
涙
腺
の
研
究
を
や
っ
て
く
れ
る
製
薬
会
社
が
少
な
く
、 

 

な
か
な
か
難
し
い
の
で
、
国
の
研
究
費
で
や
っ
て
い
く
よ
う
に
し
て
き 

 

ま
し
た
。
涙
が
出
れ
ば
角
膜
移
植
も
で
き
る
の
で
、
涙
腺
の
研
究
が
先
決 

 

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

● 
今
回
の
「
謝
金
」
給
付
の
対
象
と
な
る
実
態
調
査
は
、
来
年
一
年
か
け
て 

実
施
し
て
い
き
ま
す
。 



薬剤師へのＳＪＳ警鐘 
  －日本薬剤師会からの強力支援― 

厚
労
省 

副
作
用
被
害
対
策 

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
へ 

 

厚
労
省
が
、
医
薬
品
副
作
用
へ
の
対
処
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
に

取
り
か
か
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
が
積
極

的
・
早
急
に
促
進
さ
れ
れ
ば
、
医
療
関
係
者
が
「
知
ら
な
か
っ

た
」と
い
う
こ
と
で
患
者
が
重
症
化
す
る
危
険
性
が
な
く
な
り
、

患
者
が
希
求
し
て
き
た
Ｓ
Ｊ
Ｓ
の
周
知
徹
底
が
大
き
く
前
進
す

る
こ
と
に
な
る
。 

厚
労
省
の
具
体
的
な
対
応
策 

①
今
年
１
０
月
に「
重
篤
副
作
用
総
合
対
策
検
討
会
」を
設
置
。 

②
対
象
副
作
用
疾
患
を
選
定
。 

③
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
順
序
を
き
め
る
。 

④
来
年
２
０
０
５
年
か
ら
は
、
こ
の
検
討
会
に
付
属
す
る
各
専

門
分
野
別
の
作
業
班
に
よ
り
、
毎
年
３
０
ず
つ
、
４
年
間
で

１
２
０
疾
患
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
。 

⑤
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
実
際
の
現
場
状
況
に
応
じ
て
改
定
し
て
い

く
。 

Ｓ
Ｊ
Ｓ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル 

 

マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
順
序
は
、
ま
ず
新
型
抗
が
ん
剤
「
イ
レ
ッ 

サ
」
の
副
作
用
に
よ
る
間
質
性
肺
炎
に
つ
い
て
作
成
し
、
皮
膚 

粘
膜
眼
症
候
群
（
Ｓ
Ｊ
Ｓ
）
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
。 

 

Ｓ
Ｊ
Ｓ
患
者
は
、
早
く
か
ら
早
期
発
見
・
投
薬
中
止
・
皮
膚 

科
に
よ
る
早
期
適
切
治
療
の
周
知
徹
底
を
要
請
し
て
き
た
が
、 

や
っ
と
、
医
師
さ
え
も
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
重
症
化 

し
て
い
く
こ
と
が
予
防
・
防
止
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
期 

待
さ
れ
る
。 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

薬
剤
師
向
け
情
報
誌
「
Ｐ
Ｈ
Ａ
Ｒ
Ｍ
Ａ
Ｖ 

 
 

Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
］（
２
０
０
４
・
Ｍ
Ａ
Ｙ
）
は
、

Ｓ
Ｊ
Ｓ
・
Ｔ
Ｅ
Ｎ
（
中
毒
性
表
皮
壊
死
症
）

の
詳
細
と
、
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
制
度 

 
 

（
以
下
「
救
済
制
度
」）、
な
ら
び
に
副
作
用 

 
 

報
告
制
度
に
つ
い
て
、
多
く
の
紙
面
を
さ
い

て
、Ｓ
Ｊ
Ｓ
周
知
徹
底
に
積
極
的
強
力
支
援
。 

 
 

副
作
用
報
告
制
度
に
つ
い
て 

 
 

 

平
成
１
４
年
７
月
３
０
日
に
公
布
さ
れ
た

改
正
薬
事
法
に
も
と
づ
き
、
平
成
１
５
年
７ 

 
 

月
３
０
日
か
ら
、
医
薬
品
の
副
作
用
を
医
療 

 
 

機
関
よ
り
直
接
厚
生
労
働
省
に
報
告
す
る
こ 
 

 

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。 

 
 

厚
労
省
医
薬
食
品
局
安
全
対
策
課 

平
山 

佳
伸
課
長 

か
ら
の
主
要
な
指
摘 

①
法
制
化
に
よ
り
報
告
の
強
制
力
を
増
し
た
。 

②
医
薬
品
の
添
付
文
書
に
書
い
て
い
な
い
事
象
を
発
見
し
た
ら
、 

必
ず
し
も
重
篤
で
な
く
て
も
報
告
が
必
要
。 

③
薬
局
・
薬
剤
師
か
ら
も
報
告
を
し
て
も
ら
い
、
報
告
も
れ
を 

 

な
く
す
。 

           

「
救
済
制
度
」
の
詳
細
説
明 

 

こ
の
制
度
の
仕
組
み
を
略
図
で
分
か
り
や
す
く
説
明
し
、
救 

済
給
付
の
種
類
・
手
順
な
ど
を
表
紙
裏
面
全
頁
に
わ
た
っ
て
詳 

し
く
説
明
。（
左
上
図
） 

薬
剤
師
の
た
め
の
Ｓ
Ｊ
Ｓ
・
Ｔ
Ｅ
Ｎ
講
座 

 

東
京
厚
生
年
金
病
院
皮
膚
科 

池
田 

美
智
子
、南
光 

弘
子
両 

氏
に
よ
り
、
Ｓ
Ｊ
Ｓ
・
Ｔ
Ｅ
Ｎ
に
つ
い
て
医
療
関
係
者
向
け
に 

専
門
的
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
同
病
院
皮
膚
科
で
遭
遇 

し
た
Ｔ
Ｅ
Ｎ
患
者
の
悲
惨
な
症
例
が
カ
ラ
ー
写
真
入
り
で
詳
し 

く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
担
当
医
師
が
詳
細
に
記
載
す
る 

こ
と
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

Ｓ
Ｊ
Ｓ
患
者
会
の
紹
介 

 

湯
浅 

和
恵
代
表
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
も
と
に
、Ｓ
Ｊ
Ｓ
患 

者
会
の
活
動
の
現
状
、
東
洋
大 

片
平 

洌
彦
教
授
の
実
態
調
査 

に
も
と
づ
い
た
図
解
説
明
、救
済
制
度
の
問
題
点
な
ど
も
紹
介
。 

さ
ら
に
、
薬
剤
師
の
積
極
的
協
力
支
援
、
お
よ
び
今
後
の
Ｓ
Ｊ 

Ｓ
周
知
徹
底
と
救
済
制
度
改
革
と
い
う
活
動
目
標
が
紹
介
さ
れ 

て
い
る
。 

 
 

古園さんから喜びのお便りが… 
 
皆さんこんにちわ お元気ですか？ 
 このたび、湯浅さんが医薬品機構の二つ

の委員に就任されたと伺い、喜んでいま

す。機構の審査は解りにくく、時間ばかり

かかって本当に苦痛でしたよね！ また、

「55 年問題」にとっても大きな一歩と言え

るでしょう。一日も早くすべての患者に救

済の手がさしのべられますようにと願っ

ています。一人ぼっちで病気と闘っていた

頃を思うと大勢の人たちに支えられてい

る今、感謝の気持ちでいっぱいです。 
 皆さん、よいお年をお迎えください。 
  平成16 年11 月15日 
     SJS 患者会 
      関西地区代表 古園 直江 

総合機構 

厚労大臣 副作用 

医
薬
品
製
造
業
者 

健
康
被
害
者 

国 

薬事・食品衛生 
 審議会 

＜図の説明＞ 
①給付請求……健康被害者⇒医薬品医療機器総合機構 
②判定の申し出……総合機構⇒厚労大臣 
③諮問……厚労大臣⇒薬事・食品衛生審議会 
④答申……同上審議会⇒厚労大臣 
⑤判定の通知……厚労大臣⇒総合機構 
⑥給付……総合機構⇒健康被害者 
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